
令和７年度 北海道職員
内定者交流会
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総務部人事局人事課

採用の流れ、よくある質問



採用までの流れ（予定）

2

12月末

■採用関係書類の提出依頼
採用に当たって必要となる書類の提出をお知らせします。

※ 提出期限：１月中旬頃を予定

１月

■健康診断の受診
採用関係書類の提出依頼に従い、お近くの医療機関又は

北海道庁診療所で健康診断を受診してください。
※ 2026年１月１日以降に受診したもののみ有効です。
必ず、１月１日 以降に受診してください。

■採用関係書類の提出
採用関係書類の提出依頼に従い、期限までに必要な書類

を道人事課に提出してください。



採用までの流れ（予定）
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３月中旬

■配属先の連絡
配属先から連絡（電話）します。
その際、公宅・寮等の住宅の希望を確認します。

■引越等
引越が必要となる場合は、引越業者等の手配を行ってく
ださい。引越費用については、入庁後、請求手続を行ってく
ださい。（道の規定により、後日支給されます。）

４月
■着任
採用日は４月１日付けです。
配属先で辞令書の交付があります。

お問い合わせ先：北海道総務部人事局人事課人事係
電話：011-204-5025



よくある質問①
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Q．入庁までに取得した方が良い資格や、
身につけておくとよいスキルはありますか？

A．採用前に取得を要する資格等は特段ありませんが、
ExcelやWord、PowerPointは業務上、
良く使用するので、基本的なスキルは身につけておく
と役に立ちます。



よくある質問②
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Q．仕事にきちんとついて行けるか不安です。

A．採用者一人ひとりに「新規採用職員サポーター」と
呼ばれる先輩職員がつき、日々の業務に関すること
や社会人としてのマナー、日常生活に関することなど
早く職場に慣れることができるよう様々なサポートを
してくれますので、ご安心ください。



よくある質問③
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Q．引越料金に上限はありますか？

A．引越料金は、次の額を上限に実費支給されます。
・ 道内赴任（道内から道内）：374,000円
・ 道外赴任（道外から道内）：558,000円
※オプション料金（家電の取付、清掃料など）は
実費支給の対象外となります。

※R6.3時点



よくある質問④
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Q．配属先が決まる前に実家等に引越しを行った場合、
その分の赴任旅費は支給されますか？

A．配属先が決まる前に実家等に引越しをした場合、
当初の居住地から実家等の赴任旅費は
支給されません。
※配属先が決まる前に実家等に転居した場合は、
その転居先（実家等）が赴任旅費計算に
当たっての居住地となります。



よくある質問⑤
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Q．配属先の連絡について、３月中旬となっているが、
例年いつごろ連絡をしているのですか？

A．人事異動の状況等によって異なりますが、
昨年度（R7.3）は、3月12日に配属先の
連絡をしております。



よくある質問⑥
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Q．必ず４月１日に着任しなければならないのですか？

A．配属先と調整して、採用日（４月１日）から
７日目まで着任を遅らせることが可能です。
また、引越業者が確保できない場合や、入居予定
の公宅が空かないなどの理由がある場合は、更に
14日目まで遅らせることも可能です。
４月１日の着任が難しい場合は、無理せず
配属先へご相談ください。


